
ファイル名:0000000_1_0736447002711.doc 更新日時:2015/11/09 15:39:00 印刷日時:15/11/09 15:45 

 

四 半 期 報 告 書 
 

(第69期第２四半期) 

 

滋賀県彦根市宮田町591番地１ 

 

E 0 1 6 2 2 

 



ファイル名:0000000_3_0736447002711.doc 更新日時:2012/11/12 10:13:00 印刷日時:15/11/09 15:45 

 

 

 
 

四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 

 

 

 
 



ファイル名:0000000_4_0736447002711.doc 更新日時:2015/11/09 15:44:00 印刷日時:15/11/09 15:45 

目      次 

 

頁

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………２ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………３ 

１ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………３ 

２ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………３ 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………３ 

第３ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………19 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………19 

２ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………22 

第４ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………23 

１ 【四半期連結財務諸表】…………………………………………………………………………24 

２ 【その他】…………………………………………………………………………………………32 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………33 

 

四半期レビュー報告書 

 

確認書 



  

【表紙】   
【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2015年11月12日 

【四半期会計期間】 第69期第２四半期(自 2015年７月１日 至 2015年９月30日) 

【会社名】 フジテック株式会社 

【英訳名】 FUJITEC CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  内山 高一 

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１ 

【電話番号】 0749(30)7111(代表) 

【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務本部長  加藤 義一 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目９番６号 

【電話番号】 03(4330)8200(代表) 

【事務連絡者氏名】 東京本社 総務部長  金井 弘之 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

フジテック株式会社 東京本社 

(東京都港区三田三丁目９番６号） 
 

― 1 ―



第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていません。 

２ 売上高には、消費税等は含めていません。 

３ １株当たり四半期（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上

の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株会支

援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式を含めています。 

４ 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としています。

  

２ 【事業の内容】 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

回次 
第68期 

第２四半期 
連結累計期間 

第69期 
第２四半期 
連結累計期間 

第68期 

会計期間 
自  2014年４月１日 
至  2014年９月30日 

自  2015年４月１日 
至  2015年９月30日 

自  2014年４月１日 
至  2015年３月31日 

売上高 (百万円) 73,976 83,728 165,297 

経常利益 (百万円) 5,906 7,359 14,826 

親会社株主に帰属する 
四半期（当期）純利益 

(百万円) 3,333 4,633 8,356 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,337 6,427 19,343 

純資産額 (百万円) 96,306 102,146 104,620 

総資産額 (百万円) 157,292 176,663 179,856 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 35.95 57.45 90.84 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 35.94 57.41 90.79 

自己資本比率 (％) 55.4 50.9 51.9 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,141 1,890 10,753 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △532 △3,100 △619 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 464 △7,608 △3,225 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 25,141 22,244 30,602 
 

回次 
第68期 

第２四半期 
連結会計期間 

第69期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自  2014年７月１日 
至  2014年９月30日 

自  2015年７月１日 
至  2015年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.16 25.70 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業

等のリスク」についての重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在していません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。 

  

（１）業績の状況 

経営成績の状況 

 当第２四半期連結累計期間の世界経済は、中国の景気減速が続くとともに、その他のアジア地域の景気拡大ペ

ースも鈍化しました。一方で、北米では内需を中心に景気の拡大が続き、欧州でも景気は緩やかに回復しまし

た。日本では、雇用情勢や個人所得の改善により、景気は緩やかな回復基調が続きました。 

 昇降機業界におきましては、中国では、不動産開発投資は低調に推移し、需要は前年同四半期並みとなりまし

た。その他のアジア地域でも需要は停滞しましたが、北米での需要は堅調に推移しました。日本では、首都圏で

複合商業施設の開発計画が継続している一方、建築費の上昇から新規着工を手控える動きも見られました。マン

ション販売は、近畿圏で減少となりましたが、首都圏では前年同四半期並みまで回復しました。 

 このような情勢のもと、当第２四半期連結累計期間の国内新設事業は、首都圏を中心にマンション向けの受注

が堅調であったものの、店舗やオフィス向けの新規開発計画が先送りになったことなどから、受注が減少しまし

た。既設エレベータの安全性・快適性を高めるモダニゼーション事業は、主力商品の「制御盤交換パッケージ」

や適用機種を拡大した「安全向上パッケージ」が堅調に推移しました。 

以上の結果、国内受注高は344億１百万円（前年同四半期比12.9％減）となりました。 

 海外受注高は、北米での増加や円安により、599億８百万円（同16.2％増）となりました。なお、為替変動によ

る影響を除いた海外受注高は、実質1.4％増となっています。 

以上の結果、受注高合計は、943億10百万円（同3.6％増）となりました。 

 売上高は、国内売上高280億74百万円（前年同四半期比4.4％増）、海外売上高556億53百万円（同18.2％増）と

なり、合計で837億28百万円（同13.2％増）となりました。なお、海外売上高は為替変動による影響を除くと、実

質3.3％増となっています。 

 受注残高は、国内受注残高541億43百万円（前連結会計年度末比13.3％増）、海外受注残高1,380億48百万円

（同16.0％増）となり、合計で1,921億92百万円（同15.3％増）となりました。なお、海外受注残高は為替変動に

よる影響を除くと、実質3.1％増となっています。 

 損益面では、営業利益は北米での損益改善および東アジアでの増益により67億23百万円（前年同四半期比

27.4％増）、経常利益は73億59百万円（同24.6％増）となりました。税金等調整前四半期純利益は、73億９百万

円（同22.5％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は46億33百万円（同39.0％増）となりました。 
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セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

（日  本） 

 売上高は、新設工事、モダニゼーション工事ともに増加し、304億38百万円 (前年同四半期比3.8％増)となり

ました。営業利益は、外注費増加や円安によるコスト上昇に対し、新設販売価格の改善やモダニゼーション売上

の増加により、19億51百万円（同53百万円増）となりました。 

（北  米） 

 売上高は、新設工事やサービス事業の伸長により、107億18百万円（前年同四半期比36.9％増）となりまし

た。営業損益は、新設工事の採算改善などにより、前年同四半期比４億30百万円改善の１億41百万円の営業損失

となりました。なお、為替変動による影響を除いた売上高は、実質21.0％増となりました。 

（欧  州） 

 売上高は、エスカレータ販売の減少により、２億30百万円（前年同四半期比14.5％減）となり、35百万円の営

業損失（前年同四半期 営業損失16百万円）となりました。 

（南アジア） 

 サービス事業が拡大し、売上高は87億57百万円（前年同四半期比18.0％増）、営業利益は、11億25百万円（同

３億13百万円増）となりました。なお、為替変動による影響を除いた売上高は、実質7.7％増となりました。 

（東アジア） 

 売上高は、円安の効果もあり前年同四半期比15.8％増の399億９百万円となりましたが、為替変動による影響

を除くと中国での減少が影響し、実質0.4％減となりました。営業利益は、香港で採算が改善し、38億22百万円

（同７億37百万円増）となりました。 

  

財政状態の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産額は、1,766億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億93

百万円減少しました。これは主に、商品及び製品、原材料及び貯蔵品の増加に対し、現金及び預金が減少したこ

とによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億19百万円減少し、745億16百万円となりました。これは主に、短期

借入金の増加に対し、電子記録債務および賞与引当金が減少したことによります。 

純資産額は、1,021億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億74百万円減少しました。これは主に、利

益剰余金の増加35億82百万円に対して、自己株式の取得76億66百万円および非支配株主持分が９億81百万円増加

したことによります。また、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は50.9％（前連結会計年度末比1.0ポ

イント減）となり、１株当たり純資産額は1,117.75円（同42.93円増）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、222億44百万円となり、前連結会計年度

末に比べ83億58百万円減少しました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前四半期純利益73億９百万円に対し、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払など

で、18億90百万円の収入（前年同四半期比32億50百万円の収入減）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金（期間が３ヵ月超）の預入れ・払戻しの純額11億77百万円、有形固定資産の取得23億15百万円の支出

などにより、31億円の支出（前年同四半期比25億67百万円の支出増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主に自己株式の取得76億66百万円により、76億８百万円の支出（前年同四半期 ４億64百万円の収入）となり

ました。 
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（３）事業上および財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更ならびに新たに発生

した課題はありません。 

  

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の更新について、2013年６月25日開

催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において決議しており、その内容等（会社法施行規

則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

  

Ⅰ 会社支配に関する基本方針 

当社は1948年に創業以来、エレベータ、エスカレータ、動く歩道の専業メーカーとして、生産、販売、保守の

一貫した事業をグローバルに展開しています。 

当社グループは世界23の国と地域に12の生産拠点と多数の販売拠点を有し、連結経営時代に即応した全体 適

を追求する業務執行体制によって、グローバルな相互連携を図りながら、地域に根ざした経営を展開していま

す。また、グループ全体として、世界市場の多様なニーズに対応した商品の開発を進める一方、各拠点でコス

ト、品質面で有利な部品等を相互に供給しあうグローバル生産・調達体制を推進して、商品力の強化に努めてい

ます。 

「人と技術と商品を大切にして、新しい時代にふさわしい美しい都市機能を、世界の国々で世界の人々と共に

創ります」という経営理念の下、持続的な成長と収益によって株主、顧客、ユーザー、取引先、地域住民並びに

社員等当社グループすべてのステークホルダーの満足を追求し、高度な研究開発力、生産技術、フィールド技術

力を養成し、信頼される高品質な商品を納入するとともに、トータルライフを通じて商品を維持し、グローバル

な事業活動によって、世界の国々の産業振興と経済発展に貢献し、世界の人々と文明、文化を相互理解し、共存

共栄を図っていくことを目指しています。この理念を、当社グループ一丸となって実現することこそが当社の企

業価値の源泉であり、当社の企業価値および株主共同の利益を確保・向上させることにつながると考えていま

す。 

 したがいまして、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に反する当社株式の大規模買付行為を行おう

とする特定の者、あるいはグループは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

考えています。 

  

Ⅱ 当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

当社グループは会社支配に関する基本方針の実現をめざす特別な取組みとして、下記Ⅲで記載するもののほか、

以下の取組みを行っています。 

  

１．中期経営計画に基づく取組みについて 

当社グループは、会社の支配に関する基本方針の実現を目指し、2010年４月から進めてきた中期経営計画

（One Goal, One Fujitec）に続き、2013年４月から新しい中期経営計画（Grow Together! Yes, Fujitec 

Can）をスタートさせました。 

新中期経営計画では、 

・グローバル市場において、フルラインプロデューサーとして商品供給力とコスト競争力を高める。 

・日本を含むアジア地域での生産再編を加速し、グローバルサプライチェーンの改革を実現する。 

・安全と品質を 優先に、顧客の信頼と期待に応える。 

・グローバル人材の育成を強化する。 

という４つの行動ビジョンを掲げ、企業価値の持続的成長を実現するために、進出する全ての市場においてマ

ーケット・シェアを拡大し、グローバル市場でのプレゼンスを高めることを経営方針の中核としています。 

 

― 5 ―



２．コーポレート・ガバナンスの強化について 

当社は、企業の社会的責任を果たし、株主、顧客、ユーザー、取引先、従業員などさまざまなステークホ

ルダーから信頼されることが、事業活動において不可欠と考えています。また、コーポレート・ガバナンス

の充実・強化が経営上の重要課題であると認識し、公平かつ透明性のある経営基盤の強化を図り、的確な意

思決定と迅速な業務執行を行うよう努めています。 

(1)グループガバナンス体制の強化 

当社は、経営の透明性、客観性を確保し、監督機能を有する取締役会のチェック機能を強化するため

に、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用し、さらに変化の激しい経

営環境に機敏に対応するために、取締役および執行役員の任期を１年としています。また、取締役会か

ら独立した監査役会を設置し、監査役の職務を円滑に遂行するために監査役スタッフを監査役室に置い

ています。 

(2)コンプライアンス体制の強化 

当社は、適正な企業活動を推進するために必要な法令および企業倫理等遵守の周知徹底を図ることを

目的として、「コンプライアンス委員会」を設置しています。当委員会では、毎年「コンプライアン

ス・アクションプラン」を策定のうえ、コンプライアンス活動を推進しています。この活動の一環とし

て、社員の集合教育、ｅラーニングによるオンデマンド教育を行うほか、社員の職種・階層および部門

に応じた研修等を励行し、法令等の周知、啓蒙活動を行っています。なお、コンプライアンスに関する

社内通報制度として「コンプライアンス相談デスク」を開設し、職制ラインによらずして各社員から直

接に相談、通報等を受けることのできる体制を採り、これによって不正行為の未然防止を図っていま

す。 

(3)リスク管理体制の強化 

当社は、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、事業リスクの低減と倫理・遵

法・環境・品質問題など社会的に大きな影響を与えるリスクの根絶を目指し、リスクの早期発見とその

対策に取り組んでいます。この下位組織として、「リスクマネジメント運営委員会」、「情報セキュリ

ティ委員会」などを設置して、リスクマネジメントが全社的に機能するよう、情報の収集および指導・

管理を行い、企業を取り巻く潜在的なリスクに対して、迅速かつ的確な対処を行っています。 

(4)内部統制の強化 

当社は、2006年５月１日に施行された会社法に対応し、「内部統制基本方針」を取締役会において決

議のうえ、この方針に基づいて当社グループの内部統制システムを構築し、その活動を推進していま

す。また、2008年４月１日以降「金融商品取引法」によって要求された「財務報告に係る内部統制の評

価及び監査」に対応するため、業務プロセスの見える化などを図り、内部統制システムを整備のうえ、

その評価、監査を実施しています。 
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Ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

  とを防止するための取組みについて 

  

１．本プランの目的 

 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行わ

れる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概

に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断

も、 終的には株主の皆様の判断に基づき行われるべきものと考えています。 

 しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経

営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握したうえで、

当該買収が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を短時間のうちに適切に判断することは必ず

しも容易ではないものと思われます。 

 したがいまして、買付提案が行われた場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映させるためには、ま

ず、当社株主の皆様が適切に判断できる状況を確保する必要があり、そのためには、当社取締役会が必要か

つ相当な検討期間内に当該買付提案について誠実かつ慎重な調査を行ったうえで、当社株主の皆様に対して

必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による代替案を提示する場合もあります。）を提供する必要がある

ものと考えています。 

 また、買収者による買収の中には、その目的や態様等から見て、企業価値・株主共同の利益をかえりみる

ことなく、もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の買収内容等について検討しあるいは対象会社の取締役

会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値・株主共同の利

益を損なうと思われるものも少なくありません。そもそも、当社および当社グループ会社が構築してきた企

業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、研究開発、生産および販売を支える従業員をは

じめ、当社および当社グループ会社を取り巻く全てのステークホルダーとの間に築かれた長年に亘る信頼関

係の維持が必要不可欠であり、これらが当社の株式の買収者により中長期的に確保され、向上させられるも

のでなければ、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。 

 かかる認識に基づき、当社取締役会は、本プランにおいて、大量取得の提案が行われた場合に大規模買付

者および当社取締役会が遵守すべき手続きを客観的かつ具体的に定めるものです。 

  

２．本プランの内容 

(1)本プランの概要 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の

大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付

者」といいます。）に対し、（i）事前に当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、

（ⅱ）当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、（ⅲ）当社取締役

会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示するなど、大規模買付者との交渉等を行っていくた

めの手続きを定めるとともに、かかる手続きの趣旨・目的を達成するために、大規模買付者およびその特

定株主グループ（下記(2)において定義されます。以下同じ。）に対し、本プランに定める手続きが完了す

るまで大規模買付行為に着手することをお待ちいただくことを要請するものです。 

 大規模買付者が本プランに定められた手続きに従わない場合や当社株券等の大規模買付行為が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合などで、本プラン所定の発動要件を満たすと

きには、当社は、対抗措置として新株予約権無償割当て（その主な内容は別紙２「本新株予約権の無償割

当ての概要」に定めるとおりとします。）を行います。 

 当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得の判断については、当社

取締役会の恣意的判断を排するため、社外取締役、社外監査役または社外の有識者（会社経営者、弁護

士、公認会計士および学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設

置し、かかる独立委員会の客観的な判断を経るものとしています。独立委員会の委員は、土肥孝治氏、加

藤誠氏および中野正信氏であります（各委員の氏名および略歴については別紙１をご参照願います。）。 
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また当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主意思確認総会を招集し、新株予約

権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。こうした手続きの過程につ

いては、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することとしています。 

(2)対象となる買付等 

本プランは、（ⅰ）特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とす

る当社株券等（注３）の買付行為(売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび金融

商品取引法施行令第６条第２項若しくは第14条の６に規定される各取引を行うことを含みます。また、市

場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者

による買付行為を除きます。以下同じ。)、（ⅱ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上と

なる当社株券等の買付行為または、（ⅲ）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当

社の他の株主との合意等（注４）（以下かかる買付行為または合意等を「大規模買付行為」といいま

す。）を適用対象とします。 

(3)大規模買付者の意向表明書の提出 

大規模買付者は、上記Ⅲ．２．（２）に定める大規模買付行為を行おうとするときは、当社取締役会が

別途認めた場合を除き、事前に、当社に対して、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏

名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示し、かつ、本プランに定める手続きを遵守す

る旨の誓約文言等を記載した「意向表明書」を提出していただきます。 

(4)大規模買付者による情報の提供 

当社取締役会は、大規模買付者より意向表明書を受領後に、当社株主の皆様の判断および当社取締役会

としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）のリストを当該大規

模買付者に交付し、大規模買付者に当該リストに従った情報を提供していただきます。なお、大規模買付

者に対しては、独立委員会が適宜提出期限を定めたうえで、当社取締役会が本必要情報の提供を求めるも

のとします。 

 本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、一

般的な項目は以下のとおりです。 

① 大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの場合は）各組合員、業

務執行組合員、その他の構成員およびこれらの者に対して投資に関する助言を継続的に行っている

者。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、事業内容および当社が行う事業経営の経験等を含み

ます。） 

② 大規模買付者が保有する当社の発行する全ての有価証券、過去60日間において大規模買付者が行った当

社有価証券にかかる全ての取引の状況（取引の性質、価格、場所、方法および相手方を含みます。）お

よび当社有価証券に関して大規模買付者が締結した全ての契約、取決めおよび合意（口頭によるものも

含み、また、その履行可能性を問いません。） 

③ 大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時

期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為完了後に当社株券等が上

場廃止となる見込みがある場合にはその旨およびその理由、大規模買付行為および関連する取引の実現

可能性等を含みます。） 

④ 当社株式の取得対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、大規模買付行為

に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容（そのうち少数株主に対して分配され

るシナジーの額または内容を含みます。）および取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含

みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑤ 当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社グループの事業と同種の事業につい

ての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産

活用策等 

⑥ 当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社グループとの関係に関し、大規模買

付行為完了後に予定する変更の有無およびその内容 

⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑧ その他当社取締役会若しくは独立委員会が合理的に必要と判断する情報 
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(注)１ (i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者

（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびそ

の共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）並びに当該保有者との間でまたは当該保有者

の共同保有者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者（大規模買付者

との間でフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機

関並びに大規模買付者の公開買付代理人および主幹事証券会社は保有者・共同保有者間の関係と類

似した関係にある者に含まれますが、これに限られません。以下「準共同保有者」といいます。）

または、(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等(同

法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所有価証

券市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者 (同法第27条の２第７

項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 

２ 特定株主グループが、(注)１の(i)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法

第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同

保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も計

算上考慮されるものとします。）と、②当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた

割合（但し、①と②の合算において、①と②との間で重複する保有株券等の数については、控除す

るものとします。）または、(ⅱ)特定株主グループが、(注)１の(ⅱ)記載の場合は、当該大量取得

者および当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をい

います。）の合計をいいます。なお各株券等保有割合および各株券等所有割合の算出に当たって

は、発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）および総議決権の数

（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書、四半期

報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものと

します。 

３ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下、別段の定めない限り、同

じとします。 

４ 共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、または当社の株主としての議決権その他の権利を

行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第５項及び第６項に規定する共同保有者に該

当することとなる行為をいいます。 

 大規模買付者より提供していただいた情報については、当社取締役会は、直ちにこれを独立委員会に提

供するとともに、その内容を精査し、独立委員会の勧告を 大限に尊重したうえで、それが本必要情報と

して十分であるか否かについて判断いたします。その結果、不十分であると判断した場合には、独立委員

会に諮問し、独立委員会が適宜回答期限を定めたうえで、当社取締役会が、大規模買付者に対し、本必要

情報を追加的に提出するよう求めます。この場合、大規模買付者においては、当該期限までに、本必要情

報を追加的に提供していただきます。 

 なお、大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の

皆様の判断のために必要であると認められる場合には、営業秘密等開示に不適切と当社取締役会が判断し

た情報を除き、当社取締役会が適切と判断する時点で情報開示をいたします。 

(5)大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉・代替案の提示 

当社取締役会および独立委員会が、大規模買付者より情報提供が十分になされたと判断した場合には、

当社取締役会は、本必要情報提供完了後60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全

株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）の検討期間（以下「取締役会検討

期間」といいます。）を設定します（いずれも初日不算入といたします。）。 

 ただし、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、その勧告を 大限尊重したうえで、当社企業価値・株

主共同の利益の確保・向上のため大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉・代替案の作成等

に必要な範囲内で取締役会検討期間を延長することができるものとします。 

 なお、当社取締役会は、独立委員会の勧告を受け、取締役会検討期間を延長する場合には、取締役会検

討期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切と認める事項について、当該延長の決議後、速やか

に情報開示を行います。 

 当社取締役会は、取締役会検討期間内に、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言を受

けながら、大規模買付者から提供された情報・資料に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上という観点から、当該大規模買付者の大規模買付行為の内容の評価・検討等を行い、独立委員

会からの勧告を 大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。 
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また、当社取締役会は、必要に応じて、株主の皆様のご意向の把握に努めたり、お客様、取引先、従業

員、地域関係者等から意見を聴取したりします。 

 さらに、当社取締役会は、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につ

いて協議、交渉をしたり、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示したりすることもあり

ます。 

 大規模買付者およびその特定株主グループは、取締役会検討期間が経過するまで、大規模買付行為に着

手することができないものとします。 

  

３．大規模買付行為が開始された場合の対応方針 

(1)独立委員会の勧告 

大規模買付行為が開始された場合、独立委員会は、以下のとおり当社取締役会に対する勧告等を行うも

のとします。 

① 本プランの発動を勧告する場合 

 独立委員会は、大規模買付行為について、下記(2)「対抗措置の発動要件」において定められる発動

事由（以下「発動事由」といいます。）が存すると判断した場合、引き続き大規模買付者より情報提供

や大規模買付者との間で協議・交渉等を行う必要がある等の特段の事情がある場合を除き、当社取締役

会に対して、対抗措置としての新株予約権（その主な内容は別紙２「本新株予約権の無償割当ての概

要」に定めるとおりとし、以下かかる新株予約権を「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを実

施することを勧告します。 

 また、独立委員会は、ある大規模買付行為について下記(2)「対抗措置の発動要件」に定める発動事

由のうち発動事由その２（以下「発動事由その２」といいます。）の該当可能性が問題となっている場

合には、予め当該実施に関して株主意思確認総会を開催することを勧告できるものとします。 

 上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施を勧告した後も、以下の

いずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営

業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、あるいは、本新株予約権の無償割当ての効力

発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては、本新株予約権を無償にて取得すべ

き旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(ⅰ)当該勧告後に大規模買付者が大規模買付を撤回した場合、その他買付等が存しなくなった場合 

(ⅱ)当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理由により、発動事由が存しなくな

った場合 

② 本プランの不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、大規模買付行為について、株主意思確認総会の開催を勧告できる場合にも当たらない

し、また発動事由も存しないと判断した場合、当社取締役会に対して、対抗措置としての本新株予約権

の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。 

 上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後も、当

該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動事由が存することになった場合には、本新

株予約権の無償割当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 
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(2)対抗措置の発動要件 

 本プランにおける対抗措置の発動要件は、下記のとおりです。 

（発動事由その１） 

本プランに定められた手続きに従わない大規模買付行為であり（大規模買付行為の内容を判断するため

に合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含む。）、かつ対抗措置を発動することが

相当である場合。 

（発動事由その２） 

 次の①ないし⑦に該当する場合で、かつ対抗措置を発動することが相当である場合。 

① 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすおそれのある大規模買付行為である場合。 

(ⅰ)株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為。 

(ⅱ)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買付

者等の利益を実現する経営を行うような行為。 

(ⅲ)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為。 

(ⅳ)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処

分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高

値で売り抜ける行為。 

② 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対し

て不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主

に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合。 

③ 大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較におい

て、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて向上しないと判断される場

合。 

④ 取得行為の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現の可能性、

買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みま

す。）が当社および当社グループの本源的価値に鑑み、著しく不十分または不適当な大規模買付行為で

ある場合。 

⑤ 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社グループの従業員、顧客、取引先等との関係または

当社のコーポレートブランド価値、企業文化を破壊し、当社の企業価値の毀損が予想される大規模買付

行為である場合。 

⑥ 大規模買付者による大量取得後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または不適当であるため、

エレベータ事業、立体駐車場設備事業の安全性に支障をきたすおそれのある場合。 

⑦ その他①ないし⑥に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損すると認められる場

合。 

(3)当社取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置としての本新株予約権の無

償割当ての実施または不実施等に関する決議を行うものとします。但し、次の(4)に基づき株主意思確認総

会を開催する場合には、当社取締役会は、株主意思確認総会の決議に従うものとします。 

(4)株主意思確認総会の開催 

 当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施するに際して、上記(1)①に従い、

独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際して、予め株主意思確認総会の開催を勧告した場合

で、当社取締役会も株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主意思確認総会を招集し、本

新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認するものとします。 

 この場合、大規模買付者およびその特定株主グループは、株主意思確認総会における決議が終了するま

での間、大規模買付行為を開始することはできないものとします。 
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(5)情報開示 

当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令または金融商品取引所の規定・規則等に従い、本プ

ランの各手続きの進捗状況、または独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、当社株

主意思総会の決議の概要、その他独立委員会または当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情

報開示を行います。 

  

４．株主・投資家等の皆様に与える影響等 

(1)本更新時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

 本プランは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当

社の経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に提供し、さらには、当社株主の皆様が代替

案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報

のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、本更新は、当社株主

および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主および投資家の皆

様の利益に資するものであると考えています。 

 本更新にあたっては、株主総会決議に基づき、大規模買付行為に対する対抗措置としての新株予約権無

償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、新株予約権の無償割当て自体

は行われませんので、当社株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

(2)対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

 当社取締役会または株主意思確認総会において、対抗措置としての本新株予約権の無償割当て決議を行

った場合には、当該決議において別途定める割当基準日における株主の皆様に対し、その保有する株式１

株につき新株予約権１個の割合で新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行

使期間内に、新株予約権の行使に係る手続きを経なければ、他の株主の皆様による新株予約権の行使によ

り、その保有する当社株式が希釈化されることになります。 

 また、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予

約権の無償取得を行う場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の

無償割当てに係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に売買を行った株主また

は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

(3)対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

 当社取締役会または株主意思確認総会において、対抗措置としての本新株予約権の無償割当て決議を行

った場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る割当基準日を公告いたします。 

 割当基準日における当社の 終の株主名簿に記録された株主に新株予約権が無償にて割り当てられます

ので、株主の皆様におかれましては、割当基準日における 終の株主名簿に記録される必要があります。 

 新株予約権を行使して株式を取得するためには、一定の期間内に、一定の金額の払い込みを完了してい

ただく必要があります。 

 当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従って新株予約権の取得を行なう

場合には、当社取締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払い込みを

要することなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。 

 なお、これらの手続きの詳細等につきましては、対抗措置に関する当社取締役会の決議が行われた後、

株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 
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５．本プランの有効期間、廃止および変更 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとします。 

 但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当

てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、②当

社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその

時点で廃止されるものとします。 

 また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令・金融商品取引所の規

定・規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等

の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、または当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、本

定時株主総会の決議による委任の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得たうえで、本プランを修

正し、または変更する場合があります。 

 当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実、並びに修

正・変更等の場合にはその内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行い

ます。 

  

Ⅳ 本更新が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、 

  会社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由 

 当社では、本更新にあたって、以下の理由から、本プランが会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株

主共同の利益を損なうものではなく、会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えています。 

  

１．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

 また、平成20年６月30日付の企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘

案しています。 

  

２．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のため

に買付者等と交渉を行ったりすることなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 本プランによって、当社株主および投資家の皆様は、適切な投資判断を行うことができますので、本プラ

ンが株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。 

  

３．株主意思を重視するものであること 

 本更新は、当社の本定時株主総会において、本プランに係る委任決議がなされることによりなされるもの

です。 

 また、当社取締役会は、一定の場合に、本プランの発動について株主意思確認総会において株主の皆様の

意思を確認することとされています。 

 さらに、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付され、かつ、その有効期

間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本

プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長およびその内容には、株主の

皆様のご意思が反映されることとなっています。 
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４．独立委員会の設置による当社取締役会判断の客観性および合理性の担保 

 当社は、対抗措置発動等の運用に際して当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置

します。 

 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外の有識者委員３名により構成されま

す。なお、独立委員会の規則の概要については別紙３を参照願います。 

 当社取締役会は独立委員会の判断を 大限尊重しなければならないこととされ、当社の企業価値・株主共

同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

  

５．合理的な客観的発動要件の設定 

 本プランは、上記Ⅲ．３．にて記載したとおり、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足されなけ

れば発動されないように設定され、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保してい

るものといえます。 

  

６．当社取締役の任期の短縮 

 当社は、既に株主総会におけるご承認を得て、取締役の任期を１年に短縮しています。 

 したがいまして、株主の皆様は、毎年の取締役の選任を通じても、本プランにつき、そのご意向を反映で

きるようになっています。 

  

７．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 上記Ⅲ．５．に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

より廃止することができるものとされ、当社の株券等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名

し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。したがいまして、本

プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できな

い買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間

を要する買収防衛策）でもありません。 
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                                       別紙１ 

  

            独立委員会の委員の氏名・略歴                   

  

土肥 孝治（どひ たかはる） 

 1933年７月12日生まれ 

 1958年   検事任官 

 1992年   次長検事 

 1993年   大阪高検検事長 

 1995年   東京高検検事長 

 1996年   検事総長  

 1998年   弁護士登録 

  

加藤 誠（かとう まこと） 

 1940年12月13日生まれ 

 1995年   伊藤忠商事株式会社 取締役 

 1997年   同社 常務取締役 

 1998年   同社 代表取締役専務 

 2001年   同社 代表取締役副社長 

 2006年   同社 取締役副会長 

 2007年   同社 相談役 

 2010年   同社 理事（現任） 

 2011年   シャープ株式会社 社外取締役（現任） 

  

中野 正信（なかの まさのぶ） 

 1947年２月６日生まれ 

 1970年   監査法人中央会計事務所入所 

 1975年   公認会計士登録 

 1989年   中央新光監査法人代表社員 

 2000年   中野正信公認会計士事務所開設 所長（現任） 

 2002年   税理士登録 

 2005年   税理士法人ＴＡＳ設立 代表社員（現任） 
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                                       別紙２ 

              本新株予約権の無償割当ての概要               

  

１. 新株予約権付与の対象となる株主および発行条件 

当社取締役会で定める基準日における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（但

し、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割

当てる。 

  

２. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会

が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普

通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締

役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとす

る。 

  

３. 発行する新株予約権の総数 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の

割当を行うことがある。 

  

４. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円を下限として当社株式の１株

の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める額とする。 

  

５. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

  

６. 新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。）

でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

  

７. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項を付するか否か、その他必要な事項について

は、当社取締役会が別途定めるものとする。 

  

８．当社による新株予約権の取得  

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取

締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての新株予約権を無償にて取

得することができるものとする。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、議決権割合が20％以上の特定株主グループに属す

る者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。）及び取得がなされる日までに上記特定株主グ

ループに属する者でないこと等について確認する当社所定の書式による書面を提出しない者（但し、当社が

かかる書面の提出を求めなかった者を除く。）以外の者が有する新株予約権のうち当該当社取締役会が定め

る日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき当社取締役会が別途

定める株数の当社普通株式を交付することができる。  

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち上記特定株主グループに属する者以外

の者が存在すると当社取締役会が認める場合（但し、かかる当社取締役会の認定にあたり、当社は、本８.②

前段に定める当社所定の書式による書面の提出を求めることができる。）には、上記の取得がなされた日よ

り後の当該当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締

役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき当社取締

役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。 

 ③ 取得条項の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 
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                                       別紙３ 

              独立委員会の規定の概要 

  

・ 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置する。 

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公平で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣か

ら独立している社外監査役および社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。 

・ 独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由および

根拠を付して、当社取締役会に対し勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。 

・ 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家に対し、当社の費用負担に

より助言を得ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
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（４）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、８億38百万円であります。このうち、日本において

７億95百万円、東アジアを中心とした海外において42百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

  

（５）資本の財源および資金の流動性についての分析 

当社グループは、運転資金および設備投資資金については、内部資金または借入により調達しています。この

うち、運転資金の借入による調達は、期限が一年以内の短期借入金で、各々の連結会社が運転資金として使用す

る現地通貨で調達することが一般的であります。2015年９月30日現在、短期借入金残高は93億51百万円でありま

す。これに対して、生産設備などの長期資金の借入による調達は、原則として、長期借入金で行っています。

2015年９月30日現在、長期借入金残高（１年内返済予定の長期借入金を含む）は16億36百万円であり、円および

米ドルによる借入であります。 

 当社グループは、営業活動から得られるキャッシュ・フローおよび借入、必要に応じて資本市場等よりの調達

により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および生産設備などの長期資金を調達するこ

とが可能と考えています。 

 なお、当社は現在、社債発行枠が100億円の発行登録を継続しています。  
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

    当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 

(注) １ 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以

下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。 

２ 新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併

合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端株は、これを切

り捨てる。 

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 

３ (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項 

  に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ 

  を切り上げる。 

  (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

  増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 
 

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(2015年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2015年11月12日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 93,767,317 93,767,317 
東京証券取引所 
（市場第一部） 

単元株式数は100株 

計 93,767,317 93,767,317 ― ― 
 

決議年月日   2015年８月７日 

新株予約権の数（個）          7（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）        7,000（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり     1 

新株予約権の行使期間   2015年８月26日～2045年８月25日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     697 
資本組入額    （注）３ 

新株予約権の行使の条件          （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締
役会の決議による承認を要する。 

代用払込みに関する事項   ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項          （注）５ 
 

― 19 ―



４ (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日（以 

  下、「地位喪失日」という。）の翌日から７年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること 

  ができる。 

  (2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア．または

  イ．に定める場合（ただし、イ．については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨 

  が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。）には、それぞれ 

  に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 

    ア．新株予約権者が2044年８月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合 

    2044年８月26日から2045年８月25日 

    イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式 

    移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議 

    がなされた場合） 

    当該承認決議のなされた日の翌日から15日間（ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し 

    た場合は、当該取得日の前日までとする） 

  (3)上記(1)および(2)ア．は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。 

  (4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社 

  が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。 

  (5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは 

  できない。 

  (6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 

  (7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契 

  約」に定めるところによる。 

５ 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以

下、「組織再編行為」と総称する。）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併

がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効

力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず

る日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め

ることを条件とする。 

  (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して 

  決定される数とする。 

  (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

  (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。 

  (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上 

  記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

  る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対 

  象会社の株式１株当たり１円とする。 

  (5)新株予約権を行使することができる期間 

  上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ 

  か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

  (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  別途決定する。 

  (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

  (8)新株予約権の取得条項 

  別途決定する。 

  (9)その他の新株予約権の行使の条件 

  別途決定する。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

    該当事項はありません。 
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(4) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(6) 【大株主の状況】 

2015年９月30日現在 

(注) １ 当社は、自己株式12,706,351株を保有しておりますが、上記大株主の状況から除いています。 

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ667千株が含

まれています。 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

2015年７月１日 
～2015年９月30日 

― 93,767 ― 12,533 ― 14,565 
 

氏名又は名称 住  所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社 
ウチヤマ・インターナショナル 

大阪府茨木市庄一丁目28番10号 8,399 8.96 

CGMI－CLIENT SAFEKEEP 418 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社） 

388 GREENWICH STREET NEW YORK，NY 
10013 USA 
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号） 

4,459 4.76 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,107 4.38 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 4,051 4.32 

富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 3,629 3.87 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,088 3.29 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,930 3.13 

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーレギュラーアカ
ウント 
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社） 

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA 
（東京都港区六本木六丁目10番１号 
 六本木ヒルズ森タワー） 

2,593 2.77 

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク 385632 
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部） 

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, 
E14 5JP, UNITED KINGDOM 
（東京都中央区月島四丁目16番13号） 

2,414 2.58 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,166 2.31 

計 ― 37,842 40.36 
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３ 次の法人から金融商品取引法に基づく大量保有（変更）報告書の提出があり、次のとおり株式を保有してい

る旨報告を受けていますが、当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、

上記大株主の状況には含めていません。 

大量保有（変更）報告書の内容は次のとおりです。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2015年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株および従業員持

株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する667,600株が含まれています。また、「議決権の数」欄に、同機構名

義の完全議決権株式に係る議決権の数15個および従業員持株会支援信託ＥＳＯＰの完全議決権株式に係る議

決権の数6,676個が含まれています。 

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式51株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

2015年９月30日現在 

(注) 上記には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式667,600株を含めていません。 

  

２ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 

  

 

氏名又は名称 住  所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

報告義務発生日

キャピタル・ガーディアン・
トラスト・カンパニー 
他４社 

333  South  Hope  Street,  Los 
Angeles, California, U.S.A. 

7,019 7.49 2015年５月15日

株式会社三菱UFJフィナンシ
ャル・グループ 

東京都千代田区丸の内二丁目７
番１号 

5,904 6.30 2014年10月27日

三井住友トラスト・ホールデ
ィングス株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目４
番１号 

4,839 5.16 2012年４月13日

リバーバンク・ホールディン
グス・エルエルシー 

Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801,
U.S.A. 

4,709 5.02 2015年４月９日

 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式 

12,706,300
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

81,041,000
810,410 ― 

単元未満株式 
普通株式 

20,017
― 一単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 93,767,317 ― ― 

総株主の議決権 ― 810,410 ― 
 

所有者の氏名 
または名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

フジテック株式会社 
滋賀県彦根市宮田町591番
地１ 

12,706,300 ― 12,706,300 13.55 

計 ― 12,706,300 ― 12,706,300 13.55 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しています。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2015年７月１日から2015年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2015年４月１日から2015年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 
(2015年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2015年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 51,674 44,750 

    受取手形及び売掛金 53,184 53,266 

    商品及び製品 6,333 7,658 

    仕掛品 6,403 6,160 

    原材料及び貯蔵品 7,817 9,285 

    その他 8,167 8,859 

    貸倒引当金 △1,445 △1,692 

    流動資産合計 132,134 128,289 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 18,446 20,065 

      機械装置及び運搬具（純額） 2,677 3,111 

      工具、器具及び備品（純額） 1,953 2,028 

      土地 6,948 6,947 

      リース資産（純額） － 14 

      建設仮勘定 2,859 1,881 

      有形固定資産合計 32,885 34,047 

    無形固定資産     

      のれん 685 627 

      その他 3,626 3,671 

      無形固定資産合計 4,311 4,299 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 7,977 7,354 

      長期貸付金 14 14 

      その他 2,662 2,787 

      貸倒引当金 △130 △130 

      投資その他の資産合計 10,524 10,025 

    固定資産合計 47,722 48,373 

  資産合計 179,856 176,663 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 
(2015年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2015年９月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 15,247 15,796 

    電子記録債務 5,281 4,000 

    短期借入金 7,911 9,351 

    1年内返済予定の長期借入金 352 18 

    未払法人税等 1,706 1,591 

    賞与引当金 3,241 2,691 

    工事損失引当金 6,421 6,251 

    その他の引当金 378 258 

    前受金 22,533 23,010 

    その他 8,333 7,436 

    流動負債合計 71,406 70,405 

  固定負債     

    長期借入金 1,379 1,618 

    退職給付に係る負債 1,103 1,385 

    その他 1,347 1,107 

    固定負債合計 3,829 4,111 

  負債合計 75,236 74,516 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 12,533 12,533 

    資本剰余金 14,565 14,566 

    利益剰余金 75,239 78,822 

    自己株式 △7,826 △15,429 

    株主資本合計 94,512 90,493 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 2,435 2,008 

    繰延ヘッジ損益 － 0 

    為替換算調整勘定 △3,540 △2,582 

    退職給付に係る調整累計額 △86 △59 

    その他の包括利益累計額合計 △1,191 △633 

  新株予約権 56 61 

  非支配株主持分 11,243 12,225 

  純資産合計 104,620 102,146 

負債純資産合計 179,856 176,663 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 2014年４月１日 
 至 2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

売上高 73,976 83,728 

売上原価 58,217 65,418 

売上総利益 15,758 18,309 

販売費及び一般管理費 ※1  10,483 ※1  11,586 

営業利益 5,275 6,723 

営業外収益     

  受取利息 442 505 

  受取配当金 135 111 

  その他 211 187 

  営業外収益合計 789 805 

営業外費用     

  支払利息 29 46 

  為替差損 72 66 

  その他 56 56 

  営業外費用合計 158 169 

経常利益 5,906 7,359 

特別利益     

  固定資産売却益 1 9 

  投資有価証券売却益 83 － 

  特別利益合計 84 9 

特別損失     

  固定資産除売却損 23 25 

  退職特別加算金 － 34 

  特別損失合計 23 59 

税金等調整前四半期純利益 5,967 7,309 

法人税、住民税及び事業税 1,719 1,773 

法人税等調整額 34 △62 

法人税等合計 1,754 1,710 

四半期純利益 4,213 5,598 

非支配株主に帰属する四半期純利益 879 965 

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,333 4,633 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 2014年４月１日 
 至 2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

四半期純利益 4,213 5,598 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 365 △426 

  繰延ヘッジ損益 2 0 

  為替換算調整勘定 △2,299 1,229 

  退職給付に係る調整額 55 26 

  その他の包括利益合計 △1,875 828 

四半期包括利益 2,337 6,427 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 1,879 5,190 

  非支配株主に係る四半期包括利益 457 1,236 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 2014年４月１日 
 至 2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益 5,967 7,309 

  減価償却費 1,131 1,275 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 206 

  受取利息及び受取配当金 △577 △617 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △510 △573 

  工事損失引当金の増減額（△は減少） 44 △180 

  売上債権の増減額（△は増加） △1,843 586 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △115 △2,143 

  仕入債務の増減額（△は減少） 714 △1,067 

  前受金の増減額（△は減少） 4,764 △16 

  有形固定資産除売却損益（△は益） 21 15 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 292 329 

  その他 △969 △1,211 

  小計 8,935 3,913 

  法人税等の支払額 △3,793 △2,022 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 5,141 1,890 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の預入による支出 △6,183 △9,232 

  定期預金の払戻による収入 6,853 8,055 

  有形固定資産の取得による支出 △1,618 △2,315 

  有形固定資産の売却による収入 4 23 

  投資有価証券の売却による収入 178 － 

  利息及び配当金の受取額 533 658 

  その他 △301 △290 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △532 △3,100 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） 1,952 1,426 

  長期借入れによる収入 － 340 

  長期借入金の返済による支出 △95 △435 

  自己株式の取得による支出 △0 △7,666 

  利息の支払額 △27 △48 

  配当金の支払額 △1,215 △1,050 

  非支配株主への配当金の支払額 △225 △248 

  その他 76 73 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 464 △7,608 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △834 460 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,237 △8,358 

現金及び現金同等物の期首残高 20,903 30,602 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  25,141 ※1  22,244 
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【注記事項】 

(会計方針の変更等） 

(会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が０百万円増加しております。なお、当第２四半期連結累

計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

保証債務 

   連結会社以外の金融機関等からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っています。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりです。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

                       
前連結会計年度 
(2015年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2015年９月30日) 

フジテック アルゼンチーナ 

S.A.      
54百万円 37百万円 

 

                        
前第２四半期連結累計期間 
 (自 2014年４月１日 
  至 2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
 (自 2015年４月１日 
  至 2015年９月30日) 

給料手当         4,044百万円 4,571百万円 

賞与引当金繰入額       820 〃 982 〃 

退職給付費用            220 〃 211 〃 

貸倒引当金繰入額     42 〃 187 〃 
 

  
前第２四半期連結累計期間 
  (自  2014年４月１日 
  至  2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
  (自  2015年４月１日 
  至  2015年９月30日) 

現金及び預金勘定 44,119百万円 44,750百万円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△18,977 〃 △22,505 〃 

現金及び現金同等物 25,141 〃 22,244 〃 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  2014年４月１日  至  2014年９月30日) 
１．配当金支払額 

(注) 配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式に対する配当金11百万円を含めていま
す。 

  
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

(注) 配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式に対する配当金９百万円を含めていま
す。 

  
当第２四半期連結累計期間(自  2015年４月１日  至  2015年９月30日) 
１．配当金支払額 

(注) 配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式に対する配当金８百万円を含めていま
す。 

  
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

(注) 配当金の総額には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式に対する配当金10百万円を含めていま
す。 

  

３．株主資本の著しい変動 

当社は、2015年４月８日の取締役会決議に基づき、自己株式6,491,400株（7,666百万円）の取得を行いました。 

この取得等により、当第２四半期連結累計期間において自己株式が7,602百万円増加し、当第２四半期連結累計期間

末において自己株式は15,429百万円となりました。 

  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2014年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 1,216 13.00 2014年３月31日 2014年６月25日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2014年11月７日 
取締役会 

普通株式 1,122 12.00 2014年９月30日 2014年12月１日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2015年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 1,050 12.00 2015年３月31日 2015年６月24日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2015年11月６日 
取締役会 

普通株式 1,215 15.00 2015年９月30日 2015年12月１日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  2014年４月１日  至  2014年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額68百万円には、セグメント間取引消去40百万円およびたな卸資産

の調整額28百万円が含まれています。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  2015年４月１日  至  2015年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△0百万円には、セグメント間取引消去２百万円およびたな卸資

産の調整額△２百万円が含まれています。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

            （単位：百万円） 

  

報告セグメント 

調整額 
(注１) 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注２) 

日本 北米 欧州 南アジア 東アジア 計 

売 上 高                 

外部顧客への売上高 27,200 7,823 265 7,422 31,264 73,976 ― 73,976 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,112 8 3 ― 3,200 5,325 △5,325 ― 

計 29,313 7,832 269 7,422 34,465 79,302 △5,325 73,976 

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,898 △571 △16 812 3,085 5,206 68 5,275 
 

            （単位：百万円） 

  

報告セグメント 

調整額 
(注１) 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注２) 

日本 北米 欧州 南アジア 東アジア 計 

売 上 高                 

外部顧客への売上高 28,098 10,691 228 8,756 35,953 83,728 ― 83,728 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,339 27 1 1 3,956 6,326 △6,326 ― 

計 30,438 10,718 230 8,757 39,909 90,054 △6,326 83,728 

セグメント利益又は 
損失（△） 

1,951 △141 △35 1,125 3,822 6,723 △0 6,723 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりです。 

（注）１ 前第２四半期連結累計期間の普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式

に、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式（前第２四半期連結会計期間末791,300株）を

含めています。なお、当該信託として保有する当社株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間

において828,939株です。 

   ２ 当第２四半期連結累計期間の普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式

に、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰとして保有する当社株式（当第２四半期連結会計期間末667,600株）を

含めています。なお、当該信託として保有する当社株式の期中平均株式数は、当第２四半期連結累計期間

において701,030株です。 

  

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

  

２ 【その他】 

第69期（2015年４月１日から2016年３月31日まで）の中間配当については、2015年11月６日開催の取締役会におい

て、2015年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議しま

した。 

(1)中間配当による配当金の総額           1,215百万円 

(2)１株当たり金額                  15円00銭 

(3)支払請求権の効力発生日および支払開始日   2015年12月１日 

 

項目   
前第２四半期連結累計期間 
(自 2014年４月１日 
至 2014年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2015年４月１日 
至 2015年９月30日) 

(1) １株当たり四半期純利益金額 35円95銭 57円45銭 

 （算定上の基礎）       

親会社株主に帰属する四半期純利益 
金額 

(百万円) 3,333 4,633 

  普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ― 

普通株式に係る親会社株主に 
帰属する四半期純利益金額 

(百万円) 3,333 4,633 

  普通株式の期中平均株式数 (千株) 92,723 80,643 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 35円94銭 57円41銭 

 （算定上の基礎）       

親会社株主に帰属する四半期純利益 
調整額 

(百万円) ― ― 

  普通株式増加数 (千株) 40 61 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要 

― ― 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

2015年11月６日

フジテック株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフジテック株式

会社の2015年４月１日から2016年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2015年７月１日から2015年９

月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2015年４月１日から2015年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フジテック株式会社及び連結子会社の2015年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

太陽有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    高  木     勇    ㊞ 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    岡  本  伸  吾    ㊞ 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2015年11月12日 

【会社名】 フジテック株式会社 

【英訳名】 FUJITEC CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内山 高一 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  フジテック株式会社 東京本社 

  (東京都港区三田三丁目９番６号) 
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長 内山 高一は、当社の第69期第２四半期（自  2015年７月１日  至  2015年９月30日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

特記すべき事項はありません。 
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